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基 本 構 想
（市民と市の将来像）

前 期 基 本 計 画
（将来像実現のための具体的な施策）

政 策 分 野

災害対策災害対策
防 犯防 犯

福 祉福 祉
こどもこども
健 康健 康

教 育教 育
文 化文 化

環 境環 境
市民生活市民生活

コミュニティコミュニティ

都市基盤都市基盤
産業振興産業振興

政策を推進するための取組政策を推進するための取組

将　来　像

安全に、安心して暮らせるまち安全に、安心して暮らせるまち

自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち

快適に暮らせる、にぎわいのあるまち快適に暮らせる、にぎわいのあるまち

将来像実現のための基本方向

だれもが誇れる　
暮らしつづけたいまち　朝霞

多様性を尊重し、認め合い
助け合ってまちをつくる

主体的に参画し、愛着をもって
まちをつくる

連携と創意工夫によって、
持続可能なまちをつくる

共 通 理 念

後期基本計画：令和13年度（2031年度）
　　　　　　　～令和17年度（2035年度）

　総合計画とは、中・長期的な視点から市民の皆さんと市がともに目標とする将来像を描
き、その実現に向けた施策などを示すもので、まちづくりの最も基本となる計画です。
　第６次総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層から構成されています。
　また、将来にわたって活力ある地域社会の実現に向けた施策を定める「朝霞市デジタル
田園都市構想総合戦略」（総合戦略）を包含する形で、一体的に策定しています。

総合計画とは 基本構想・前期基本計画の構成図

基本構想
朝霞市の将来像

基本計画
将来像実現のための具体的な施策

実施計画
施策展開のための事業

■ 基本構想・前期基本計画・実施計画の計画期間

基本構想は、市民と行政がともに実現を目指す将来像と、
その実現に向けた政策の方向性を示すものです。
構想期間は、令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035
年度）までの10年間とします。

実施計画は、基本計画に定めた各施策を展開するための
より具体的な事務や事業の内容を示すもので、各年度の予
算編成の基礎となります。３年間を計画期間とし、毎年度、
内容を見直します。

国は、地方創生を目的とした「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（現・デジタル田園都市構想総合戦略。以下「総
合戦略」）の策定を地方自治体に求めており、朝霞市では、これまで、総合計画とは別途、総合戦略を策定していま
したが、この第６次総合計画では、総合計画に総合戦略を包含する形で一体的に策定しています。

基本計画は、基本構想に掲げる将来像
を実現するための市の具体的な施策を分
野別に、体系的に示すもので、前期と後
期に分け、それぞれ５年間を計画期間と
します。
前期：	 令和  8年度（2026年度）から
	 令和12年度（2030年度）まで
後期：  令和13年度（2031年度）から
	 令和17年度（2035年度）まで

第６次総合計画基本構想：令和８年度（2026年度）～令和17年度（2035年度）

前期基本計画：令和８年度（2026年度）
　　　　　　　～令和12年度（2030年度）

毎年度見直しを実施
実施計画：３年間

実施計画：３年間

実施計画：３年間
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だれもが誇れる 暮らしつづけたいまち 朝霞
　朝霞市は、武蔵野台地に育まれた緑と水辺に恵まれ、交通 利便性の高い東京近郊の住宅都市として発展し、市制施行
時に約５万５，０００人だった人口は、これまで増加を続 け、令和７年（２０２５年）には約１４万６，０００人を有
する都市に成長してきました。
　これからも、朝霞市の強みである生活利便性や安全性、恵まれた自然環境、朝霞市民まつり「彩夏祭」に代表される
文化などを、未来に継承していきます。
　さらには、近年希薄化しつつある人と人とのつながり の再生や、協働によるまちづくりの活性化を通じ、第５
次総合計画の将来像として掲げた『暮らしつづけたいまち』 をさらに洗練することで、誰にとっても魅力的で誇りを
持てる、住みやすいまちを目指していきます。

　“安全に、安心して暮らせるまち”として、こどもや高齢者、
障害者等、誰もが「災害や犯罪への対策が充実しており、安全
に暮らしていける」と実感できるまちを目指します。
　また、「子育て支援等の福祉サービスや、市民の健康づくり
への支援等が充実しており、安心して暮らしていける」と思え
るまちを目指します。

　“自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち”として、こ
どもや高齢者、障害者等、誰も が「充実した教育を受けながら
成長し、活躍する場がある」と 実感できるまちを目指します。
　また、「恵まれた自然環境の 中で、人と人とのつながりが
あり、住みやすい環境がある」と思えるまちを目指します。

　“快適に暮らせる、にぎわいのあるまち”として、こどもや
高齢者、障害者等、誰もが「道路や公園等のインフラが整備さ
れ、便利さと快適さがある」と実感できるまちを目指します。
　また、「地域の特性を生かした産業活力など、にぎわいがあ
る」と思えるまちを目指します。

将来像

基本方向

災害対策災害対策
防 犯防 犯

福 祉福 祉
こどもこども
健 康健 康

〈関連する主な政策分野〉

教 育教 育
文 化文 化

環 境環 境
市民生活市民生活

コミュニティコミュニティ

〈関連する主な政策分野〉

都市基盤都市基盤
産業振興産業振興

〈関連する主な政策分野〉

　快適に暮らせる、
　　にぎわいのあるまち

  自分らしく学 び育ち、
　　 心地よく 暮らせるまち

安全に、
　安心して暮らせるまち

　　　　　　将来像『だれもが誇れる　暮らしつづけたいまち　朝霞』を実現するためには、市政運営の大きな方向性を示し、
　　　　みんなが方向性を同じくして取り組んでいくことが大切です。そこで、将来像の実現のための基本方向として、
「安全に、安心して暮らせるまち」、「自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち」、「快適に暮らせる、にぎわいのあるまち」の３つを掲げます。
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地 域
ビジョン 目 標 目標人口：15万人

令和12年度（2030年度）

前期基本計画の施策

実施計画の事業

基本構想「将来像実現のための基本方向」
（１）安全に、安心して暮らせるまち
（２）自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち
（３）快適に暮らせる、にぎわいのあるまち

基本的方向

具体的な施策

事 業

　将来像の確実な実現に向け、すべての政策を推進するための共通理念として、次の３点
を掲げます。

〈総合戦略の構成〉
　基本構想の将来像を地域ビジョンとして掲げ、令和12年度（2030年度）の目標人口を
15万人と展望しています。

〈人口の将来展望〉
　現在の人口増加傾向を可能な限り維持していくとともに、いずれ訪れる人口減少局面に
備えていきます。
　また、子育て支援や若者の移住・定住の促進に努め、将来にわたってバランスの良い人
口構成を保っていきます。

　基本構想に掲げる将来像や将来像実現のための基本方向を踏まえ、基本計画における政
策分野を次のとおりとします。
　なお、社会経済情勢の著しい変化に柔軟に対応していくため、具体的な施策や取組につ
いては基本計画に位置づけます。

朝霞市デジタル田園都市構想総合戦略

政策分野

　
　朝霞市にはさまざまな人々が暮らしており、個性や価値観、社会的な状況なども多様です。また、
人々と同様に、朝霞市の各地域にも、それぞれの個性があります。
　これからのまちづくりでは、社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）や多様性（ダイバーシ
ティ）を尊重し、人の個性や地域特性の多様性を尊重し、認め合い助け合いながら、未来の朝霞を
つくっていきます。

　
　地域における課題解決に向けては、行政だけではなく、市民等それぞれが自分ごととして捉え、
さまざまな視点から主体的に活動することが大切になります。
　これからのまちづくりでは、市民にとって市政への参画が身近であるまちを目指すとともに、
参画と協働を通じてまちへの愛着を育みながら、未来の朝霞をつくっていきます。

　
　複雑化・多様化した課題の解決には、広域的な視点や、市民など行政以外の視点を取り入れる
ことが欠かせません。
　これからのまちづくりでは、他の自治体や市民等のまちづくり活動の主体と連携し、デジタル
技術の活用など絶え間なく創意工夫を重ね、市民生活を安定的に支えられる行財政基盤を構築し
ながら、未来の朝霞をつくっていきます。

多様性を尊重し、認め合い助け合ってまちをつくる

主体的に参画し、愛着をもってまちをつくる

連携と創意工夫によって、持続可能なまちをつくる

政策を推進するための取組政策を推進するための取組

災害対策災害対策
防 犯防 犯

福 祉福 祉
こどもこども
健 康健 康

教 育教 育
文 化文 化

環 境環 境
市民生活市民生活

コミュニティコミュニティ

都市基盤都市基盤
産業振興産業振興

■ 本市の将来人口の推計

※ 総合戦略に求められているＫＰＩ（重要業績評価指標）は、第６次総合計画前期基本計画の施策および実施計画の事業に付
された成果指標としています。

共通理念
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第６次総合計画は、市民の皆さんと一緒につくりました！
　朝霞市では、総合計画の策定にあたり、策定期間を通して、さまざまな形で継続的に市民
の皆さんの声を聴き、皆さんの想いや視点を多く盛り込みました。

分野別
市民懇談会

市民意見
交換会

市民団体、事業者等
との意見交換 市民コメント

市民意識調査 青少年
アンケート

子育て・定住に
関する意識調査

転入・転出
意識調査

市民ワーク
ショップ

小中学生の
意見聴取

小中学生
アンケート

高校生
サロン

大学生
アンケート

第６次総合計画の完成

市民意見交換会

市民ワークショップ 分野別市民懇談会

高校生サロン
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市民との協働による総合計画の策定


